
2026 年度言語社会研究科特別研究員の委嘱 
 
 
 
以下の要領に従い2026年度の特別研究員活動の委嘱を行います。委嘱を希望される方は、

申請資格等を確認のうえ、申請してください。 
 
1．委嘱内容 本研究科における特定の研究活動への協力 
 
2．委嘱名称 上記の委嘱を受けた者を「言語社会研究科特別研究員」と呼ぶ。 
 
3．申請資格  
  (1) 本研究科において課程博士の学位を取得した者 

あるいは現在同学位申請中の者のうち、2026 年 3 月末日までに学位を取得する見

込みの者 
   (2) 本研究科において論文博士の学位を取得した者 

あるいは現在同学位申請中の者のうち、2026 年 3 月末日までに学位を取得する見

込みの者 
   (3) 本研究科博士後期課程に在籍しながら国外の大学において博士号を取得し、その後

本研究科博士後期課程を退学した者 
   (4) 本研究科博士後期課程を退学した後、国外の大学において博士号を取得した者。 

なお、委嘱時に常勤職にある者又は言語社会研究科博士研究員の職にある者は申請資

格がありません。  
 
4．委嘱期間  
  2026 年 4 月 1 日より 2027 年 3 月 31 日までの１年以内。年度途中からの委嘱も可能で

す。また、委嘱の継続を希望する場合は、委嘱期間は通算で 5 年を上限とします。なお、

常勤職に就いた時点で、辞退願を提出してもらい、委嘱を中止するものとします。  
 
5．委嘱の形態  
  本委嘱は特別研究員決定通知書による委任契約とします。特別研究員への研究室の提供

及び研究費の配分はありません。また、特別研究員は、科研費申請に係る研究者番号付与

の対象とはなりません。 
 
6．申請方法 
  特別研究員としての委嘱（継続を含む）を希望する者は、履歴書（市販の用紙でよい）、

特別研究員申請書（所定の用紙）に必要事項を記入の上、研究科事務室に持参又は郵送し

てください。郵送の場合は書留を利用し、封筒の表面左下に「特別研究員申請書在中」と

朱書きしてください。宛先は以下のとおりです。  
  〒186-8601 東京都国立市中 2-1 一橋大学大学院言語社会研究科事務室 
   委嘱が決定された時点で、特別研究員決定通知書を郵送します。  
 



7．申請期間 
   2026 年 4 月 1 日より委嘱期間を希望する場合は、2026 年 1 月末日までに申請してく

ださい。 
   それ以降の委嘱期間の場合は随時受付しますが、希望する委嘱期間の始期は原則とし

て申請月の翌々月からとなります。 
 


